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凡例
時日時　場場所　内内容　師講師　対対象　定定員　費参加費（記載のないものは無料）　申申し込み（記載のないものは直接会場へ）　
問問い合わせ　他その他　 Eメールアドレス　HPホームページアドレス

 保険・年金
老齢基礎年金を請求する方へ
　老齢基礎年金は、国民年金の保険料納付済期間、
免除・猶予期間、厚生年金・共済組合の加入期間お
よび合算対象期間などが合計10年以上ある方が、原
則65歳から受給できます。受給するためには請求が
必要で、受け付けは65歳の誕生日の前日からです。
なお、請求書は事前に日本年金機構から送付されま
す。
　また、繰り上げ請求（受給開始を早めて、60～65
歳の間に減額された年金を受けること）や、繰り下げ
請求（受給開始を遅くして、66～70歳の間に増額さ
れた年金を受けること）もできます。
問加入期間の全てが国民年金の第1号被保険者の方＝
区国保年金課国民年金係▶国
民年金の第３号被保険者期間
がある方、厚生年金等（第2
号）に加入したことがある方
（脱退一時金を受給した期間
も含む）＝杉並年金事務所☎
3312-1511

 子育て・教育
３年度　新入学児童・生徒の保護者の方へ
　3年4月に区立小中学校へ入学するお子さんの保護
者に、入学する学校を記載した「就学通知書（入学の
お知らせ）」を12月中旬にお送りします。

◆住所地の指定校への入学が原則です
　小中学校へ入学する児童・生徒は、お住まいの地
域によってあらかじめ指定された学校（指定校）へ
通学することが原則です。ただし、特別な事情に
より指定校への通学が困難な場合は、指定校変更
の申し立てをすることができます。申し立て事由に
該当するかどうかは、区ホームページをご覧くださ
い。
◆第7号事由による指定校変更
　平成26年度から、指定校変更の認定事由に「学
校の特色ある教育活動に参加を志望する場合」 （第7
号事由）を設けています。申し立ては、指定校に隣
接する学校1校に限り志望することができます。第7
号事由による受け入れ人
数には上限があり、1校
当たり小学校は10人、中
学校は15人までです。た
だし、教室不足等の状況
によっては、受け入れが
できない学校もあります。
　 詳細は、「就学通知書

（入学のお知らせ）」同封
の「ご案内」をご覧くだ
さい。
問学務課学事係

 生活・環境
ダニアレルゲン量を検査します
　ダニは6～10月にかけて増えてきます。死骸やふん
は、アレルギー疾患の原因となることがあります。区
では布団等に掃除機をかけて吸い取ったホコリに含ま
れているダニアレルゲン量の簡易測定を行い、快適な
室内環境のアドバイスを行っ
ています。
申 問電話で、10月30日まで
に杉並保健所生活衛生課☎
3391-1991

 採用情報 ※応募書類は返却しません。

杉並区職員（看護師Ⅱ類）
内採用予定日 １２月１日以降▶選考日 １０月２４日㈯▶
資格 昭和５０年１２月２日以降に生まれ、看護師免許を
有する方（１１月３０日までに取得見込みの方を含む）▶
募集人数 若干名▶募集案内と申込書の配布場所
人事課人事係（区役所東棟５階）、区民事務所、地域区
民センター、図書館、保健センター、就労支援センター 

（天沼３-１９-１６ウェルファーム杉並）　申申込書を、１０月
１４日午後５時（必着）までに人事課人事係へ郵送・持参　
問同係

※★は当日、直接会場へ。

内容 日時・場所・対象・定員ほか 申し込み・問い合わせ

電話による不動産に関する無料
相談

時10月1日㈭午後1時～4時 申 問電話で、東京都宅地建物取引業協会杉並区支部電話相談専用
☎３３１１-4999

住まいの修繕・増改築無料相談
★

時10月2日㈮・5日㈪・9日㈮・12日㈪・16日㈮・19日㈪・23日㈮・
26日㈪・30日㈮午後1時～4時　場区役所1階ロビー

問東京土建杉並支部☎3313-1445、区住宅課

建築総合無料相談会・ブロック塀
無料相談会★

時10月6日㈫・20日㈫午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他図面
などがある場合は持参。ブロック塀無料相談会は、ブロック塀の現
況写真等を持参

問東京都建築士事務所協会杉並支部☎6276-9208、区市街地整備
課耐震改修担当

マンション管理無料相談
時10月8日㈭午後1時30分～4時30分　場区役所1階ロビー　対区
内在住のマンション管理組合の役員・区分所有者等　定3組（申込
順）

申杉並マンション管理士会HPhttp://suginami-mankan.org/から申
し込み。または申込書（区ホームページから取り出せます）を、同会事
務局 FAX3393-3652へファクス　問同会事務局☎3393-3680、区住宅
課空室対策係

行政書士による相談
時10月9日㈮午後1時～4時　場相談室（区役所西棟2階）　内相
続・遺言・離婚・金銭問題等書類手続きに関すること　定6名（申
込順）　他1人30分

申 問電話で、10月2日から東京都行政書士会杉並支部☎0120-567-
537 （午前8時30分～午後5時）

行政相談★ 時10月9日㈮午後1時～4時　場区政相談課（区役所東棟1階）　内
年金・福祉・道路などの苦情・相談

問区政相談課

住宅の耐震無料相談会・ブロック
塀無料相談会★

時10月14日㈬午後1時～4時　場区役所1階ロビー　他図面などが
ある場合は持参。ブロック塀無料相談会は、ブロック塀の現況写真
等を持参

問市街地整備課耐震改修担当

専門家による空
あき

家
や

等総合無料相
談

時10月15日㈭午前9時20分・10時15分・11時10分　場相談室（区
役所西棟2階）　対区内の空家等の所有者等（親族・代理人を含む）　
定各１組（申込順）　他1組45分

申電話または直接、住宅課空家対策係（区役所西棟5階）。または申
込書（区ホームページから取り出せます）を、10月13日（必着）までに
同係 FAX5307-0689へ郵送・ファクス　問同係

不動産に関する無料相談 時10月15日㈭午後1時30分～4時30分　場区役所1階ロビー
申電話で、東京都宅地建物取引業協会杉並区支部☎3311-4937（平
日午前9時～午後5時〈祝日を除く〉）　問同支部、区住宅課

弁護士による土曜法律相談
時10月17日㈯午後1時～4時　場相談室（区役所西棟2階）　定12
名（申込順）　他1人30分

申電話で、10月12日～16日に専門相談予約専用☎5307-0617 （午前8
時30分～午後5時）。または直接、区政相談課（区役所東棟1階）で予
約　問同課

 10 月の各種相談

区からのお知らせ
　新型コロナウイルスの感染状況によって
は、本紙および過去の「広報すぎなみ」掲載
の催しや募集の内容等が中止または延期にな
る場合があります。最新情報
は、各問い合わせ先にご確認
いただくか、区ホームページ
をご覧ください。

【重要なお知らせ】

●体調不良時の利用自粛
●マスク着用や手洗い・手指消毒の励行
●ソーシャルディスタンスの十分な確保
●室内の定期的な換気
●�大声での発声、歌唱、声援等が生じる活動の自粛

●！�感染症防止対策
　区立施設・区事業を段階的に再開しています。
利用者・参加者の皆さんも下記の対策にご協力
をお願いいたします。
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ゆうゆう阿佐谷館、馬橋区民集会所・ゆうゆ
う馬橋館の閉館
　コミュニティふらっとの開設に伴い、ゆう
ゆう阿佐谷館は12月6日、馬橋区民集会所・ゆ
うゆう馬橋館は12月20日をもって閉館します。

問地域課地域施設係

「コミュニティふらっと」とは

　乳幼児親子を含む子どもから高齢者まで、
誰もが身近な地域で気軽に利用でき、世代を
超えて交流・つながりが生まれる新たな地域コ
ミュニティ施設です。区民集会所、区民会館、
ゆうゆう館、機能移転後の児童館施設を対象
に、段階的に再編整備していきます。

 募集します
NPO等活動推進協議会委員
　「杉並区NPO・ボランティア活動及

お よ

び協働の推進
に関する条例」に基づき設置している協議会で、区
民、NPO等活動関係者、学識経験者などで構成さ
れ、 NPO等の活動や協働の推進について審議を行い
ます（年5回程度開催予定）。
内任期 3年1月から2年間▶募集人数 4名以内（選
考）▶報酬 1万2000円（日額）　対区内在住・在
勤または区内でNPO活動をしている18歳以上の方　
申作文「地域を活性化するためのこれからの協働の
在り方について」 （様式自由。800字程度）に、住所・
氏名（フリガナ）・年齢・電話番号・NPO等でのボラ
ンティア活動経験があれば略歴も添えて、10月30
日（必着）までに地域課協働推進係へ郵送・ファク
ス（〒166-0015成田東4-36-13 FAX3312-2387）　問
同係☎3312-2381

すぎなみ本の帯アイデア賞の作品
　その本が読みたくなるような帯広告を募集します。
内作品は本にかけて提出。用紙の種類・字体・字数な
どは自由。写真は著作権および個人情報保護法に触
れるものは使用不可。応募者本人の創作で、未発表
のもの。１人１点　対区内在住・在勤・在学で小学生
～18歳の方　申区立小中学生で在学の学校で作品を
まとめている場合 学校へ提出／個人 応募用紙（各
図書館で配布。または区ホームページから取り出せ
ます）と作品を、10月16日～30日（必着）に中央図
書館（〒167-0051荻窪3-40-23）へ郵送・持参　問
同館事業係☎3391-5754　他作品は後日返却

東京都子育て支援員研修（第3期）の受講者
内子育て支援分野に従事する上で、必要な知識や技
能等を有する「子育て支援員」の養成研修▶募集コー
ス ①地域保育コース②地域子育て支援コース③放課
後児童コース▶研修実施時期等 12月から順次開始▶
研修場所 都内（新宿区ほか）　対都内在住・在勤の
方　申申込書（子ども家庭部管理課〈区役所東棟3階〉
で配布。または東京都福祉保健財団、東京リーガル
マインドホームページから取り出せます）を、10月15
日（必着）までに①東京都福祉保健財団（〒163-0718
新宿区西新宿2-7-1小田急第一生命ビル18階）②③
東京リーガルマインド（〒164-0001中野区中野4-11-
10）へ簡易書留で郵送　問①東京都福祉保健財団☎
3344-8533②③東京リーガルマインド☎5913-6225　
他詳細は、募集要項（子ども家庭部管理課で配布予
定）または東京都福祉保健財団、東京リーガルマイン
ドホームページを参照

 施設情報施設情報
図書館の臨時休館
　区立図書館では、特別整理（蔵書点検）を行うため、
下表のとおり臨時休館します。臨時休館中、当該図書
館の本などは通常通り予約できますが、貸し出しまで
に時間がかかる場合があります。
問各図書館

図書館 休館日
阿佐谷☎5373-1811 11月10日㈫～13日㈮

高井戸☎3290-3456 11月16日㈪～20日㈮

今川☎3394-0431 11月24日㈫～27日㈮

宮前☎3333-5166 12月7日㈪～10日㈭

 その他
国勢調査の回答をお願いします
　配布された「国勢調査のお願い」（水色の封筒）を
確認の上、10月7日までにインターネットで回答もし
くは紙の調査票をご提出ください。
問調査の内容、調査票の記入方法など調査全般 総
務省国勢調査コールセンター☎0570-07-2020（IP
電話☎6636-9607。10月31日までの午前8時～午後
9時）▶調査票の不足など、調査員に連絡が必要な
場合 杉並区国勢調査コールセンター☎0570-02-
0196（10月14日までの午前9時～午後8時）

―――問い合わせは、危機管理対策課、防災課へ。

10月7日㈬午前11時ごろ
防災行政無線を用いた
情報伝達試験を行います

※�国から緊急情報（地震・武力攻撃など）が発信されると、区の防災行政無
線から自動的に放送されるシステム。

　全国瞬時警報システム（Jアラート※）の情報伝達を確実に行うため、
防災行政無線を用いた全国一斉の情報伝達試験を行います。

放送内容
①�チャイム音
②「これは、Ｊアラートのテストです。」�（3回繰り返し）
③「こちらは、ぼうさいすぎなみです。」
④�チャイム音

杉並区役所

　献血には200ml献血と400ml献血があります。200ml献血は16
～64歳、400ml献血は18～64歳（男性は17歳から）の方が対象で
す。60歳を過ぎて献血の経験がある方は、69歳までが対象です。
　なお、条件により受け付けできない場合がありますので、あらか
じめご了承ください。

時 10月9日㈮▶受付時間 午前10時～正午・午後1時30分～4時　
場区役所1階ロビー　問杉並保健所健康推進課管理係☎3391-1355

夕方のチャイムが夕方のチャイムが
午後5時に変わります午後5時に変わります
　区では、子どもたちに帰宅を促すとともに、
防災無線放送塔の点検等を目的として、夕方
に「夕やけこやけ」のチャイムを放送してい
ます。放送時間は、4～9月が午後6時、日没
が早まる10～3月は午後5時です。
問広報課

　警察、防犯協会、防犯ボランティア団
体、地域住民が連携し、安全で安心して暮
らせるまちにするための運動です。
　子どもと女性の犯罪被害防止、特殊詐欺
の被害防止、自転車盗の被害防止に重点的
に取り組みます。
問警察署（杉並☎3314-0110／高井戸☎
3332-0110／荻窪☎3397-0110）

献血会のお知らせ

「守ろうよ
わたしの好きな 街だから」

ご協力をお願いします

◆コミュニティふらっと阿佐谷・東原・馬橋の開設
　新たな地域コミュニティ施設「コミュニティふらっ
と」3カ所（下表）を、3年1月5日に開設します。
　「さざんかねっと」 での1月利用分以降の抽選申し
込みは、11月1日から順次開始します。申し込み方
法などの詳細は、 「さざんかねっと集会施設ガイド
ブック（第15版・コミュニティふらっと別冊）」 （各集
会施設で配布）をご覧ください。区ホームページか
らもご覧いただけます。

名称 所在地
コミュニティふらっと阿佐谷 阿佐谷北2-18-17
コミュニティふらっと東原 下井草1-23-23
コミュニティふらっと馬橋 高円寺南3-29-5

コミュニティふらっと

10月11日㈰～20日㈫

全国地域安全運動

阿佐谷・東原・馬橋
開設、申し込み開始

内戦没者等の死亡当時の遺族で4月1日（基準日）
に公務扶助料や遺族年金を受けている方（戦没
者等の妻や父母等）がいない場合、先順位の遺
族1名に額面25万円、5年償還の記名国債を支
給▶請求期限 5年3月31日▶受付時間 午前9
時～午後4時　問保健福祉部管理課地域福祉係

特別弔慰金の請求
受け付け中
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あなたの住まいは大丈夫？

建物耐震化の
必要性について

11月11日～17日は、

西武鉄道新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続立体交差化計画などの
都市計画案・環境影響評価書案の縦覧、説明会の開催

　大規模地震の際に倒壊の恐れのある建築物等は、自分
や家族の命、財産を守る上で非常に大きなリスクになりま
す。また、災害時には倒壊による道路閉塞により、避難や
救急・消火活動の妨げにもなることから、安全なまちづく
りのためにも、耐震化の取り組みは重要です。
　建物の耐震化やブロック塀等の撤去およびそれに伴う軽
量フェンス等の新設にあたっては、区の助成制度がありま
す。お住まいの耐震化の必要性について十分ご理解いただ
き、万全な準備をお願いします。 

問市街地整備課耐震改修担当

▲  建物の耐震
化に関する
助成制度

▲  ブロック塀の
撤去等に対す
る助成制度

　区・税務署・都税事務所・税務関係民間団体が協力して納税者の意識向上、期限内
の納税、e-Tax・eLTAX推進のための催しを実施します。

　中学生の税についての作文・標語・絵はがきの優秀作品（一部）、税務関係民間団
体の活動紹介パネル等を展示します。
時11月11日㈬・12日㈭午前8時30分～午後5時　場区役所1階ロビー　問納税課管
理係

◆東京税理士会（杉並・荻窪支部〈共催〉）
時11月11日㈬・12日㈭午前9時～正午、午後1時～4時　場区役所1階ロビー　定各
日32名(申込順)　問同杉並支部☎3391-1028　問1人40分まで

◆東京税理士会荻窪支部
時11月13日㈮・14日㈯午前9時～正午、午後1時～4時　場同支部（荻窪5-16-12）　
定各日12名（申込順）　問同支部☎3391-0411　他1人45分まで

◆東京税理士会杉並支部
時11月16日㈪・17日㈫午前10時～正午、午後1時～4時　場同支部（阿佐谷南3-1-
33）　定各日6名（申込順）　問同支部☎3391-1028　他1人40分まで

いずれも 
申10月9日から電話で、前日までに各支部（平日午前10時～午後3時30分〈正午～午
後1時を除く〉）

◆都市計画案の縦覧
内①西武鉄道新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続立体交差化計画②西武
鉄道新宿線（西武新宿駅～上石神井駅間）の複 線々化計画の廃止③西武鉄
道新宿線付属街路の追加④杉並区画街路（上井草駅の駅前広場等）の追加
▶縦覧・意見書の提出期間 １０月６日㈫～２０日㈫▶縦覧場所 区都市整備部
管理課（区役所西棟５階）／区ホームページからもご覧になれます。①②は東京
都都市整備局都市づくり政策部都市計画課でも縦覧可▶意見書の提出 意
見書（書式自由）に都市計画案の名称・日付・氏名を書いて、①②東京都都市
整備局都市づくり政策部都市計画課（〒１６３-８００１新宿区西新宿２-８-１都庁第
二本庁舎）③④区都市整備部管理課に郵送・持参／申込締め切り日 10月20日

（①②消印有効③④必着）

◆環境影響評価書案の縦覧
内「西武鉄道新宿線（井荻駅～西武柳沢駅間）連続立体交差事業」に係る環
境影響評価書案▶縦覧・閲覧期間 １０月６日㈫～１１月４日㈬午前9時30分～
午後4時30分（各縦覧・閲覧場所の休業日を除く）▶縦覧・閲覧場所 東京都
環境局総務部環境政策課、東京都多摩環境事務所管理課（立川市錦町４-６-
３東京都立川合同庁舎）、区環境課（区役所西棟７階）、区民事務所、図書館▶
意見書の提出 「環境保全の見地からの意見」（書式自由）に事業名・氏名・
住所（法人その他団体は、名称・代表者の氏名・東京都の区域内に存する事務
所または事務所の所在地）も書いて、１１月１9日（消印有効）までに東京都環境
局総務部環境政策課（〒１６３-８００１新宿区西新宿２-８-１都庁第二本庁舎）へ
郵送・持参

「税を考える週間」「税を考える週間」

税を考えるパネル展

税 の 無 料 相 談 会

いずれも 
問連続立体交差化計画、複 線々化計画について＝東京都都市整備局都市基盤部交通企画課☎5388-3284▶環境影響評価書案の縦覧について＝東京都環境局総
務部環境政策課☎5388-3406、区環境課▶西武鉄道新宿線付属街路、杉並区画街路などについて＝区市街地整備課鉄道立体係

●説明会で使用するスライド、パンフレット、掛図等を掲載
　掲　載　先　 東京都都市整備局HPhttps://www.toshiseibi.metro.

tokyo.lg.jp/kiban/pamphlet/、区ホームページ
　掲載期間　１０月７日㈬～（スライド・掛図は、11月19日㈭まで）

●各区市の地域センター等でスライドを上映
日　程 会　　　場

10月8日㈭～16日㈮午前9時～午後9時
（14日㈬・15日㈭を除く）

井草地域区民センター
（下井草5-7-22）

10月8日㈭～16日㈮午後1時～5時
（11日㈰を除く）

関区民センター
（練馬区関町北1-7-2）

10月8日㈭～16日㈮午後1時～5時
（11日㈰を除く。10日㈯は午後2時～6時）

上石神井南地域集会所
（練馬区上石神井1-6-16）

10月8日㈭・9日㈮・12日㈪午後1時～5時 保谷東分庁舎
（西東京市中町1-6-8）

※いずれも毎時00分に上映開始。質疑応答なし。

来場しなくても説明会の内容をご覧いただけます連続立体交差化計画等に関する
都市計画案・環境影響評価書案の説明会

時場定下表の通り　他車での来場不可。手話通訳あり

日　程 会　　　場 定員（先着順）

10月7日㈬ 上石神井中学校（練馬区上石神井4-15-27） 170名

8日㈭ 関中学校（練馬区関町北4-34-23） 150名

9日㈮ 四宮小学校（上井草2-12-26） 110名

10日㈯ 農芸高等学校（今川3-25-1） 240名

12日㈪ 東伏見小学校（西東京市東伏見6-1-28） 150名

13日㈫ 関中学校 150名

14日㈬ 上石神井中学校 170名

15日㈭ 東伏見小学校 150名

※午後６時３０分～８時（10日は午後２時～３時３０分。いずれも同内容）。
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３年４月
入園

私立幼稚園・区立子供園一覧は
区ホームページをご覧ください

私立幼稚園（37園）
　区内には、37の私立幼稚園があり、3～5歳児が入園できます。
　3歳の誕生日から入園が可能な園や、通常の教育時間終了後や開始前に
お子さんを預かる「預かり保育」、保護者の就労のため保育が必要な園児
を預かる「長時間預かり保育」を実施している園など、運営内容はさまざま
です。詳細は、各園へお問い合わせください。

申し込み
●�入園願書・案内書の配布は10月15日㈭以降、願書の受け付けは11月1日

㈰以降、各私立幼稚園で行います。

入園料・保育料等について
●�入園料・保育料等は各園で定めています。
●�幼児教育無償化により、保育料等が上限内で無償となります。その他入園料

等に対しても補助を行っています。詳細は、区ホームページをご覧ください。

●私立幼稚園 ●区立子供園

区立子供園（短時間保育・6園）
対象・募集人数
　区内に保護者と共に住民登録をしている、集団保育のできる幼児
●3歳児（平成29年4月2日～30年4月1日生まれ）＝9名（高円寺北を除く）
●4歳児（平成28年4月2日～29年4月1日生まれ）＝12名（高円寺北は21名）

申し込み
　申請書を、11月1日㈰午前9時30分～正午に入園を希望する区立子供園
へ持参。申し込みは１園のみで、郵送での受け付けはできません。定員を超
える応募があった場合は、11月2日㈪に抽選を行います。定員に満たない場
合は、12月1日㈫以降、随時申し込みを受け付けます。

保育時間
　平日午前9時～午後2時（水曜日は月に2回程度、午前11時45分まで）
※歳児により各園の降園時間は異なります。

利用案内・申請書の配布期間・場所
　10月15日㈭～30日㈮に、子供園、保育課（区役所東棟３階）、子どもセ
ンター、区民事務所、児童館で配布（各施設の休業日を除く）。

その他
●�昼食の提供方法は園によって異なりますので、各園へお問い合わせください。
●�高円寺北子供園は現園舎（旧杉並第四小学校北側校舎内）で運営をしな

がら、南側校舎を改修し、4年度中に移転する予定です。

妊娠・出産・子育ての不安や悩み、気軽に相談してください

　子育てが思いどおりにいかずイライラしてしま
う、子どもをかわいいと思えない…こんな気持ちで
不安な方はいませんか。それは決してあなただけで
はありません。一人で悩まず、ご相談ください。

̶̶問い合わせは、杉並子ども家庭支援センター
☎5929-1902へ｡

｢189（いちはやく)　知らせて守る　こどもの未来」
11月は児童虐待防止推進月間です

■時 11月17日㈫午前10時～正午　■場 区役所第4会議室（中棟6階）
■師 エンジェルアイズ代表・遠藤美季　■定 60名（申込順)　■申 ■問 電
話で、杉並子ども家庭支援センター（月～土曜日午前9時～午後7
時〈祝日を除く〉）　■他 お子さんの同席不可

どう関わればいいの？子どもとスマホ・ネットの問題

児童虐待防止講演会

　18歳以下のお子さんの子育てに関する相談をお受けします。お子さんの
こと、家族のことなどお気軽にご相談ください。お子さんからの相談もお受け
しています。電話でも面接でも相談できます。

子育て中のお父さん・お母さんへ

●杉並子ども家庭支援センター相談専用窓口（ゆうライン）
阿佐谷南1-14-8☎5929-1901（月～土曜日午前9時～午後7時〈祝日
・年末年始を除く〉）

　妊娠に関する悩みや不安がある方は、保健センターの
保健師へお電話ください。

妊娠が分かっていろいろ悩んでいるあなたへ

●保健センター
荻窪☎3391-0015 ▼高井戸☎3334-4304 ▼高円寺☎3311-0116 ▼上
井草☎3394-1212 ▼和泉☎3313-9331／いずれも月～金曜日午前8時
30分～午後5時（祝日・年末年始を除く）

●子ども家庭支援センター
杉並☎5929-1902（午前8時30分～午後7時） ▼高円寺☎3315-2800（午
前8時30分～午後5時）／いずれも月～土曜日（祝日・年末年始を除く）
●東京都杉並児童相談所☎5370-6001
(月～金曜日午前9時～午後5時〈祝日を除く〉）
●東京都児童相談センター☎5937-2330
(月～金曜日〈午後5時45分以降〉、土・日曜日、祝日〈年末年始を含む〉)
●児童相談所全国共通ダイヤル（24時間）☎189

児童虐待の相談・連絡先

短 時 間 保 育

の園児を募集します
私立幼稚園・区立子供園
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